
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路に張り出した庭木、道路上にある植木鉢やお店の看板・

商品は、車や歩行者の安全を妨げ、通行の支障となり、大変

危険です。 

大事に育てられた花木も迷惑なものになっていませんか。 

子どもからお年寄りまで、誰もが道路を安心して安全に通行

できるよう、ご協力をお願いします。 
 

 

・庭木は、剪定等により、道路にはみ出さないようにしましょう。 

・植木鉢やお店の看板・商品等は、道路上に置かないようにしまし

ょう。  

  

※道路上にはみ出した物件、置かれた物が原因で事故が発生した場合、物件の所有

者が責任を問われる場合があります。 
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